
平成28年８月定例教育委員会会議録 

  

平成28年８月定例教育委員会は、８月４日（木）大府市役所５階 委員会室１に招集し、次のとおり審議した。 

 

○ 出席した委員 

  一番席委員 河合 昌和     二番席委員 永田 司      三番席委員 西村 和子     

四番席委員 竹中 万里     五番席委員 淺井 宣亮      六番席委員 細谷 正明 

 

○ 議案説明のため出席した事務局職員 

教育部長、指導主事、学校教育課長、生涯学習課長、学校教育課庶務施設係長、学校教育課学校教育係長、 

生涯学習課生涯学習係長、企画政策部長、企画政策課主幹、企画政策課企画係長、企画政策課法務係長 

 

 

○ 提案議案 

議 案 第 39号 大府市事務分掌条例の一部改正に伴う大府市教育委員会の意見について（市長） 

 40号 知多半島春の国際音楽祭 2017の後援申請について 

報 告 事 項 1号 小中学校現況報告について 

 2号 大府市放課後クラブ指導嘱託職員の採用について 

 3号 「大府市民吹奏楽団第37回定期演奏会」の後援申請について 

 4号 「第３回 愛知県小学生バドミントンチャレンジ大会（シングルス）」の後援申請について 

 5号 「愛知万博メモリアル第11回愛知県市町村対抗駅伝競走大会」の後援申請について 

 6号 「地域貢献活動「脳と脚の健康チェック」」の後援申請について 

 7号 「第７回 至学館大学 創作ダンス部 舞踊公演」の後援申請について 

開会時間 午前10時00分 

閉会時間 午前10時58分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



発 言 者 要 旨 

委員長  開会あいさつ。 

前回の議事録は、先程別室にて承認。委員長報告に入らせていただきます。７月８日に各

委員の方と共に、市町村教育委員会連合会総会・研修会に参加しました。講師は、前の豊橋

市教育委員会教育長加藤先生でした。内容としては、教育は未来への準備である。子どもた

ちに将来生き抜く力を付けていかなければならない。教育委員・教育委員会は、前例がなけ

れば自分たちで作って進めればいい。それには、周到な仕掛けが必要であるというようなお

話であり、一歩前に踏み出す努力をみんなでしていかなければならないというお話でした。

以前、南中の校長に着任した時に、指導課長でいらっしゃった加藤先生に、豊橋の教務主任

研修会に呼ばれたことがありました。なぜ、尾張の私が呼ばれたのですか？とお聞きした際

に、身内の三河の校長ではなく、尾張の校長に話をして欲しかったと言われ、普通考えつか

ない発想をされる方で、久しぶりに楽しくお話を聞かせていただきました。二点目は、共長

夏祭りに教育長と共に参加させていただきました。とりわけ子どもたちの金管バンドが好評

でした。 

以上です。それでは、教育長報告をお願いいたします。 

教育長 夏休み入りまして、２週間が経過をいたしました。幸い事故や事件の報告も耳にしており

ません。子ども達も先生方も大変有意義な時間を過ごしてくれているようで安堵をしている

ところです。中学校の部活動も大変すばらしい成果をあげてくれておりまして、明日、東海

全国大会の出場選手の激励会がございます。それも楽しみにしているところです。 

また、４中美術展が６日土曜日からアローブで３日間の日程で開催をされます。もし、お

時間がありましたら、そんな美術部の子どもたちのがんばりの様子にも励ましをしていただ

ければと思います。 

本日は、学校給食をめぐるという内容で１点のみご報告をさせていただきます。７月１２

日に、北山小学校で学校給食懇談会が開催されました。西村教育委員さんにも会議のメンバ

ーとしてご出席をいただきました。この会は、各小中学校の保護者代表や校長会の代表など

２２名の委員で構成されておりまして、学校給食の運営に関すること、給食費に関すること、

食育の推進に関することなどを検討・協議するために年２回開催をしています。この日は、

まず、加古朊美栄養教諭から学校給食の現状について講話をしていただきました。スライド

を使って、献立作成にあたっての工夫ですとか、徹底した衛生管理のしくみ、食物アレルギ

ー対応への組織的な対応策、学校における食育推進など丁寧にお話をしていただき、参加者

は改めて大府市の自校調理方式による学校給食の素晴らしさについて認識を新たにいたし

ました。 

このあと意見交換を行いまして、出席委員からは、自校調理方式のメリットはよくわかっ

たけれども、デメリットはないのか、家では子どもの好き嫌いへの対応に非常に苦労してい

るが、学校給食ではどのような工夫をしているのか、あるいはダイエットを気にする女子中

学生にきちんと栄養を摂らせるにはどんな工夫があるかなど、色々な意見やご感想が出さ

れ、実りの多い会議となりました。その後給食の試食をしていただき、給食懇談会は終了と

なりました。限られた時間ではありましたが、大府市の学校給食を正しくご理解いただくい

い機会だったと思っております。この日に出されたご意見も参考にしながら、大府市の優れ

た取り組みを今後も積極的にＰＲしてまいりたいと思っております。 

ところで、こうした給食を最前線で支えているのが給食調理員であります。しかし、作業

の現場はとても厳しい環境がございまして、調理員の健康状態も心配なところであります。

今後も安全でおいしい学校給食を提供し続けるためには、労働環境の改善が求められる現状

でございます。具体的には、調理員の配置基準を見直して人員を増やせないだろうか、真夏

の暑さは耐え切れないものがございますので、エアコンの導入ができないものだろうかとい

うようなことを今後検討していきたいと思っております。いずれにしましてもお金のかかる

ことですので、関係課との調整を図りつつ尐しでも改善を図っていきたいと考えていますの

で、委員の皆様もご承知おきいただきたいと思います。 

最後になりますが、うれしいご報告がございます。北山小学校が３年がかりで実践研究を

行ってきた健康推進学校の取組とその審査の様子については、先月の教育長報告でもお話を



発 言 者 要 旨 

させていただいたところですが、その結果、愛知県の特別優秀校という最高位の賞を受賞し

たとの知らせが届きました。北山小学校の先生方の真摯な取り組みに敬意を表するとともに

大きな拍手を送りたいと思います。今後は、北山小学校の研究成果をお互いに共有し合い、

本市の学校教育の基本理念でございます「心身ともに健康で知恵と愛を持つ児童生徒の育

成」に生かせたらと願っております。 

以上で教育長報告を終わります。 

委員長  自校方式の給食をめぐって給食調理員の労働環境について課題があるということ、北山小

学校の健康推進校の取組については、非常にいい賞をいただけるという報告で大変うれしい

ことであります。 

それでは議案の審議に入ります。議案第 39号「大府市事務分掌条例の一部改正に伴う大

府市教育委員会の意見について（市長）」を審議いたします。本日は、企画の担当の皆様も

出席いただいております。ご説明をお願いします。 

学校教育課長 議案第 39号の「大府市事務分掌条例の一部改正に伴う大府市教育委員会の意見について

（市長）」説明させていただきます。（以下、提案理由等資料により説明） 

詳細につきましては、企画政策部から説明させていただきます。 

委員長 それでは、お願いいたします。 

企画政策部主幹 議案の内容説明「組織改正検討報告書等資料により説明 

委員長 

 

ありがとうございました。説明の全体像を逐一全部構造的に頭の中に落とすことがなかな

かできません。９月議会に条例の一部改正を上程すると言う前提があるようです。そこを頭

に入れながら、また今のご説明の中に市長部局に生涯学習の一部を移管することは生涯学習

のさらなる充実のためでもあると説明がありました。そのことも頭に入れながら、組織改編

についてご意見がありましたらお願いします。 

浅井委員 質問と希望が色々あります。 

今のご説明を聞いて教育委員会を学校教育に特化するということは非常に素晴らしいこ

とであると私自身は思いました。 

質問をさせていただきたいのは、私事ですが、大府市仏教会に属しておりまして、以前、

仏教文化講演会があり、ＰＲのために公民館にポスターを貼りたいという時に、今までは教

育委員会に後援申請を行っていましたが、今後公民館に関することが市長部局に移るという

ことは、後援申請を出すのは、市長部局に出さなければいけないのでしょうか。 

もう一点、生涯学習のようなものの場合、大府市だけではなく、知多半島全部のいろんな

行事とかも企画して、東海市や知多市などいろいろな所と各市町村の教育委員会に後援申請

を出す場合、大府市だけは教育委員会では扱っていないから市長部局へ出してくださいと突

っぱねた方がいいのか、後援申請する方がタライ回しにされるのは問題があると思いますの

で、はっきりしていただきたいと思いました。 

委員長 

 

１点目は、浅井委員の個人的なところもありますが、その点と後援申請に係る具体的な問

題に関わる点について、よろしくお願いします。 

生涯学習課長 権限自体は、教育委員会に生涯学習社会教育に関するものは補助執行として残ります。後

援申請の窓口は学校教育課となりますので、ここは何ら変わらない。他市町との関係につい

ては、たとえ市長部局に生涯学習が移ったとしても、連絡する協議会などは出ていかなけれ

ばいけない。あくまで権限は教育委員会なのですが、事務を取り扱うのは市長部局に移る生
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涯学習係となります。この件につきましては、何ら心配されることはないと思います。 

委員長 補助執行という法律用語の説明を受けて理解をしたところでありますが、双方関わって大

丈夫ということでありました。他に質問がありましたらいかがですか。 

無いようでしたら、ご意見に移りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

全体としては、新しい市長の考えもあり、事務方もそれにのっとって進めていると思いま

すが、教育委員会の中の仕事のスリム化と同時に、活動の充実が前提とならなければなりま

せんので、そうした形で考えていただいていると先程の説明で私どもは理解できたと思って

います。 

ご意見がありませんので、私が以前県庁に出向を命ぜられた時に、歴史の流れの中で、社

会教育課から名前が変わって実質的に何が変わったのかという疑問を持っていました。考え

方として、生涯社会の中での生涯学習・学校教育の位置づけということはわかったのですが、

すべて生涯学習の中に放り込んで、何が具体的に子どもたちの成長や発達に関わってできる

のか。考え方としておぎゃーと生まれて死ぬまで人間は成長する存在である。それに教育が

関わり色々な環境が関わって、その成長を援助し導いていく。それはそれでわかるのですが、

具体的な大府市の場合というわけではなくて、県の場合、私が見聞きしている時に、行事は

生涯学習と銘打って広がったように思うのですが、実際、それは名前を変えなくたって考え

方を変えて社会教育でできることばかりではないかと個人的には思っています。 

大府市がそうした形で一歩先を踏み出そうとしている、その姿勢については高く評価する

と同時にこれからこうした形でどうやったら充実できるか、私どもの意見として色々出して

いくべきところではないかと思っていますが、委員のみなさん、どうでしょうか。 

それぞれの立場で先程の提案をどのように捉えたのか、基本的には企画の考え方に納得し

ているように思っているのですが、永田委員さんいかがでしょうか。 

永田委員 基本的には、学校教育に特化した教育委員会ということで組織としてスリム化して、事務

分掌も明確化されていていいなと思うのですが、生涯学習とか公民館の部分を移行するとい

うことで、まったくこれから先ノータッチということではなくて、地域の皆様のお力で児童

生徒も育っているものですから、組織としては分掌化されていますが、お互いにこれから先

は協力し合っていくことが必要だなと、一切関係ないというのではなく、それぞれがお互い

に生徒児童のために、また、地域の皆様に対しての思いということで変わっていく必要がこ

れからもあると思うので、あくまでも職務分掌的なことでは、明確・スリム化されています

が、方向性としては変わらないということがいいと思います。 

委員長 ありがとうございました。運用の面につきまして、組織替えに伴って私どもが考えていく

部分が残っているというご指摘だったと思いますが、他にいかがでしょうか。 

浅井委員 ここに９月の出席依頼表があります。たとえば、公民館まつりという行事への出席依頼が

ありますが、そういったものは今後どうなっていく予定なのでしょうか。市としては、どの

ようにお考えなのでしょうか。今後は、私どもが出席しなければいけないのでしょうか。市

長部局の方でなさっていただけるのでしょうか。 

生涯学習課長 あくまで公民館の権限は教育委員会にあるということで、委員の皆様方には、今後もご出

席・ご参加いただいてアドバイスをいただけるとありがたいと考えています。お知らせにつ

きましても、教育委員会を通じてお知らせ、お願いをしていくことになると思います。 

委員長 実質子どもたちがお世話になる等、色々な形で関わっておりますので、その活動の様子も

見たいし、地域の方々にどのように支えられているのか承知しておかなければならないと思

っています。組織が変わっても実質的には変わらない。これも運用の面で詰めていく問題も

あると思っています。他にいかがでしょうか。 
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竹中委員 全体的には、新しく市長が変わられて、やるぞというイメージをまず最初に見せていただ

いた時に思いました。以前から学校教育に特化した教育委員会と言ってくださっているのは

ありがたいことで、一番私がこのたくさんの中で印象に残っているのは、放課後クラブを学

校、生涯学習課の仕事の中では残すという形ですが、残すということは、逆にもっと公民館

の関係や婦人会の関係やいろいろなことで謀殺される中で放課後クラブがあったのを、放課

後クラブの重大さや子ども達・保護者の要望などを含めて大切なことなので、そこに力を入

れて、学校教育課の中で、生涯学習課の一部ではなく、放課後クラブが運営されていくこと

になっていくと、今困っている職員や困っている人たちがいい方向にいくのではないかな、

子ども達、お母さんたちがいい方向へ行くのではないかなと。全体があまりにも大きい話な

ので、つかみきれない中で、その放課後クラブのことに関してはそのように思いました。 

委員長 西村委員さんいかがですか。 

西村委員 まだ自分の中でこの組織の話が消化できていないのですが、子どもに関することで、公民

館を利用することでいつも見守っていたわけですから、今までどおりというお話しでしたの

で、変わらず教育委員として携わっていきたいなと思っております。 

委員長 全体としてはご提案の方向で理解をしているということでお願いをしたいと思います。大

府市民や大府の子ども達の幸せにつながる形で組織替えをご努力いただけたらと思います。

それでは、企画の方はご退席ください。 

 （企画政策部職員退席） 

委員長 次の議題 40号「知多半島春の国際音楽祭 2017の後援申請について」を審議いたします。

ご説明をお願いします。 

学校教育課 

庶務施設係長 

議案第40号「知多半島春の国際音楽祭 2017の後援申請について」を説明いたします。（以

下、提案理由等資料により説明） 

委員長 ご意見、ご質問はございますでしょうか。 

竹中委員 この音楽祭を２年前にパンフレットをいただいたり、出演する人を知っていたため、これ

を読んであの音楽祭のことだなとわかったのですが、これだけ読むと得体のしれない音楽祭

みたいに思われるかと思います。おととしもアローブでも開催されておりますし、そもそも

武豊の夢たろうプラザが大きなホールを作った後で、箱モノを実際に活かすために立ち上げ

て実行委員会を作って、よくやるなという印象がとても強い音楽祭です。２年前にも後援し

ているということですし、内容的には、あまりにも様々ですので書ききれないですが、２年

前のパンフレットがあれば、もう尐し得体が知れたのではないかという気がします。 

浅井委員 私も後援承認して問題はないのではないかなと思いました。２６ページの運営委員名簿を

見ると事務局長を武豊町教育委員会の方がなさっている。実際、申請書の連絡先も教育委員

会の方で武豊町が中心になって五市五町を協力して盛り上げていこうという企画ですので、

大府市も協力して、いいのではないかと思いました。 

委員長 他の委員さんもよろしいでしょうか。 

 （異議なし） 
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委員長 

 

 

武豊町だけではなく５市５町ということで、以前にも許可をしたという実績も踏まえて、

議案第40号「知多半島春の国際音楽祭 2017の後援申請について」は承認いたします。 

続きまして、報告事項をお願いします。 

指導主事 報告事項 1号「小中学校現況報告について」報告。 

各学校がホームページを逐次更新しております。今、小学校を見ますと野外活動の様子が

報じられておりまして、子どもたちが本当にいい表情で参加しております。８月８日に共和

西小学校が帰ってまいりますと、今年度の小学校の野外教育活動が終わります。あと尐しで

すので子ども達が、けがの内容に楽しく行ってきてほしいと思います。中学校におきまして

は、まだ東海大会、全国大会を残していることもありますが、多くの部活動が新しいチーム

になって、また新たに練習に励んでおります。以上です。 

委員長 次の報告をお願いします。 

生涯学習課長 報告事項 2号「大府市放課後クラブ指導嘱託職員の採用について」報告。（以下、資料によ

り説明） 

委員長 次の報告をお願いします。 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項3号「大府市民吹奏楽団第37回定期演奏会の後援申請について」報告。（以下、資

料により説明） 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項4号「第３回愛知県小学生バトミントンチャレンジ大会（シングルス）の後援申請

について」報告。（以下、資料により説明） 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項5号「「愛知万博メモリアル第11回愛知県市町村対応駅伝競走大会の後援申請につ

いて」。（以下、資料により説明） 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項6号「地域貢献活動「脳と脚の健康チェック」」の後援申請について」報告。（以下、

資料により説明） 

学校教育課 

庶務施設係長 

報告事項7号「第７回至学館大学創作ダンス部舞踏公演の後援申請について」報告。（以下、

資料により説明） 

委員長 ありがとうございました。以上で終わります。 

それでは、9月の出席依頼についてお願いします。 

教育部長 学校教育課分の報告 

生涯学習課長 生涯学習課分の報告 

教育長 北山公民館の教育委員の方の出席は必要なかったですか。確かめていただき、永田委員さ

んに出席いただく必要があるのかないのか。出席いただく必要がない場合も永田さんへ連絡

していただくようお願いします。 



発 言 者 要 旨 

委員長 市の敬老会は、私は出席しなくてもいいですか。以前は出席した気がします。 

教育部長 確認します。 

 


